
令和８年度県民総合文化祭「総合プログラム」広告募集要項 

 

１．趣旨 

   この要項は、愛媛県広告事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）に基づき、愛媛県が実

施する県民総合文化祭に係る「総合プログラム」に有料広告の広告主を募集するために必要な

事項を定めるものとする。 

 

２．広告を表示する媒体 

   県民総合文化祭「総合プログラム」（９月中旬配布 １０月～１２月の県内文化事業を掲載） 

   総合プログラムの規格       Ａ４判 １２ページ カラー 

   広告掲載を実施する部数      ４０，０００部 

                    （県内各市町、県有施設等に設置、総合フェスティバ

ル実施日（10月31日(土)）には、入場者に配付） 

 

３．募集の内容等 

 (1) 募集する広告主の数 

    ５社 

 (2) 募集広告等の内容 

    広告の位置 総合プログラムの奇数ページの下段 

（表紙を除く。） 

    枠の大きさ 左右１９０ｍｍ×天地７０ｍｍ／１枠 

    枠   数 広告主１社につき１枠とし、全５枠とする。 

    そ の 他 

    ・広告の掲載に当たっては、実施要綱、愛媛県広告事業の実施に関する表示基準、令和８

年度県民総合文化祭「総合プログラム」広告掲載要領（以下「掲載要領」という。）及

び令和８年度県民総合文化祭「総合プログラム」広告掲載仕様書に従うものとする。 

    ・掲載しようとする広告は、その内容等について表示前に県の審査を受けなければならな

い。また、県から内容等の修正等の指示を受けた場合には、これに従うものとする。 

 (3) 広告掲載料 

    １枠当たりの広告掲載料は、１００,０００円（消費税及び地方消費税相当分を含む。）

とする。 

 

４．広告主募集手続き等 

 (1) 募集要項等の配付期間及び配付場所 

    配付期間：令和８年６月８日(月)から同年７月10日(金)まで（土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。 

   配付場所：松山市一番町四丁目４－２  愛媛県庁第二別館７階  文化振興課         

なお、募集要項等は県ホームページからも入手可能。 

         アドレス：https://www.pref.ehime.jp/page/112565.html 

 

    配付資料：愛媛県広告事業実施要綱 

         愛媛県広告事業の実施に関する表示基準 

         愛媛県広告事業の実施に係る暴力団排除措置要綱 

         令和８年度県民総合文化祭「総合プログラム」広告掲載要領 

         令和８年度県民総合文化祭「総合プログラム」広告募集要項 

         （別紙申込書、契約書を含む。） 

         令和８年度県民総合文化祭「総合プログラム」広告掲載仕様書 

https://www.pref.ehime.jp/page/112565.html


         電子契約同意書兼メールアドレス確認書 

 (2) 申込方法、申込書提出期限及び提出先 

    広告の掲載を希望する者は、提出期限までに、別紙「令和８年度県民総合文化祭『総合プ

ログラム』広告掲載申込書」を提出先に提出するものとする。 

    提出期限：令和８年７月10日(金) 午後５時 

    提 出 先：〒790‐8570 松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県文化振興課 

          （持参の場合は、県庁第二別館７階までお持ち込みください。） 

 

５．採用者及び広告枠の決定 

 (1) 前項に規定する申込書の提出があった場合には、実施要綱第４条及び掲載要領第２条に基づ 

き、内容を審査する。 

 (2) 前号に基づく審査の結果、掲載が適当であると認められる申込者が６以上あるときは、掲載 

要領第３条に基づき採用者を決定するものとする。ただし、順位の優劣を判断することがで 

きない場合には、抽選により採用者を決定するものとする。 

 (3) 採用者の広告を掲載するページについては、県が決定する。 

 

６．契約書の作成 

 (1) 前項に基づく採用の決定を受けた場合には、採用者は、県が指定する期日までに別添「契約 

書」により県と契約を取り交わすものとし、採用者が指定の期日までに契約書の取り交わし 

をしないときは、県は当該採用の決定を取り消すことができるものとする。 

(2) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結（以下「電子契約」 

という。）が可能である。 

(3) 電子契約を希望する場合は、申込書の提出とあわせて、電子メールにて「電子契約同意書兼 

メールアドレス確認書」を提出すること。（メールアドレス：bunkashinko@pref.ehime.lg.jp） 

(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(5) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印（電子契約の場合は、電子署名）しなければ、 

本契約は確定しないものとする。 

(6) 採用者が指定の期日までに契約の取り交わしをしないときは、県は当該採用の決定を取り消 

すことができるものとする。 

 

７．その他 

 (1) 広告主は、４(1)の「配付資料」に規定する実施要綱その他の文書を熟読し、その内容を遵

守しなければならない。 

 (2) 本件に要する費用（総合プログラムへの広告の印刷費用及びその配布にかかる費用を除く。）

は、広告主の負担とする。 

 (3) 提出された書類は、返却しない。 

 

８．お問合せ先 

   〒７９０-８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２ 

   愛媛県観光スポーツ文化部文化局文化振興課 文化振興グループ 

電話：089-947-5480（直通） ＦＡＸ：089-913-2617 

メールアドレス：bunkashinko@pref.ehime.lg.jp 

 


